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組合告示第１７号 

  

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、令和７年度定例監査を執行したので、組合監査委員条例第８

条の規定に基づき次のとおり公表いたします。 

 

   令和７年１２月１日 

 

                         埼玉県市町村総合事務組合 

                         代表監査委員  林  伊 佐 雄 

 

 

 

１ 監査の期日 令和７年１０月２７日（月） 及び 令和７年１０月２９日（水） 

２ 監査委員氏名 林   伊佐雄 

監査委員氏名 小 野 克 典  

監査の対象  令和７年９月３０日現在における財務に関する事項及び事業の執行状況について 

３ 監査の結果及び意見 

この監査は、地方自治法第１９９条第４項及び組合監査委員条例第３条の規定に基づいて行ったもので

ある。 

 監査の結果、財務に関する事項及び事業の執行状況については、特に指摘する事項はなく、適正かつ良好

と認める。 

 （１） 財務に関する事項 

  ア 予算の執行状況について 

    令和７年９月３０日現在における一般会計の歳入総額は、１１０億３，３１４万３千円で、予算総額

２００億５，３６６万４千円に対する収入割合は５５．０２％であり、前年度同期と比較すると６億７，

４８０万１千円の増となっている。 

    歳入の内訳（構成比）は、退職手当負担金と消防災害補償負担金を合わせた市町村等負担金が１０８

億２，１４８万８千円（９８．０８％）、消防基金支出金、財産収入、繰入金、繰越金及び諸収入の合計

額は２億１，１６５万５千円（１．９２％）となっている。 

    退職手当負担金においては、一般負担金率を前年度より（３０／１，０００）を引き下げ（１００／

１，０００）としたことにより、一般負担金は前年度と比較すると１６億６７６万円の減となっている。  

    特別負担金では、令和６年度は定年年齢の引上げに伴い、６１歳での定年退職者が発生したことから、

本年度中の納入となる特別負担金は２２億５，００９万５千円の増となり、退職手当負担金全体の収入

としては、前年度同期と比較すると６億４，３３３万５千円の増となっている。 

    一方、歳出総額は１４億６４４万４千円で、予算総額に対する支出割合は７．０１％であり、前年度

同期と比較すると、６，８４４万９千円の増となっている。 

    歳出の内訳（構成比）は、給付費が１１億５，７３２万４千円（８２．２９％）、議会費、総務費、消

防基金掛金及び積立金の合計額は２億４，９１２万円（１７．７１％）となっている。 

    歳出について前年度同期と比較すると、退職手当と消防災害補償の給付費においては５，４７２万１

千円の増となっている。 

    以上により、歳入歳出差引残額は９６億２，６６９万９千円となり、前年度同期と比較すると、６億

６３５万１千円の増となっている。 
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    特別会計の歳入総額は、６，６４２万８千円で、予算総額１億４，３２８万円に対する収入割合は４

６．３６％となっている。 

    歳入の内訳（構成比）は、会費が２，２５９万２千円（３４．０１％）、繰越金が４，３５７万円（６

５．５９％）、その他財産収入及び諸収入は２６万５千円（０．４０％）となっている。 

    また、歳出総額は、４，０６３万２千円で、予算額に対する支出割合は２８．３６％となっている。 

    歳出の内訳（構成比）は、事業費が２，５３７万７千円（６２．４６％）、総務費及び積立金が１，５

２５万５千円（３７．５４％）となっている。 

    以上のとおり、歳入歳出差引残額は、２，５７９万５千円となり、前年度同期と比較すると２，９３

３万１千円の減少となっている。 

    なお、予算の執行は適正かつ効率的に行われている。 

  イ 会計経理について 

    収支とも各関係諸帳簿及び証書類については、確実に整理されており計数的にも正確である。 

 

 （２） 事業の執行状況 

  ア 市町村等負担金及び会費について 

    退職手当負担金、消防災害補償負担金及び交通災害共済の会費については、順調に収納されており市

町村との連絡調整も良好である。 

  イ 給付費等の支給状況について 

    退職手当については、９月末までに一般職の退職者２０９人に対し９億６，２４７万３千円、特別職

の退職者１８人に対し１億９，３２２万６千円を支給している。 

    全体では、２２７人に対し１１億５，５７０万円を支給しており、平均支給額は５０９万１千円とな

っている。 

    これを前年度同期で比較すると、総支給人数では１５人（７．０７％）の増、支給総額では５，５９

９万９千円（５．０９％）の増となっている。 

    消防団員等災害補償費については、９月末までに１６２万３千円を支給しており、その内訳は、療養

補償に１２３万６千円、休業補償に５万８千円及び遺族補償年金に３２万９千円となっている。 

    交通災害共済の見舞金については、９月末までに死亡１件に対し１２０万円、傷害４１８件に対して

２，４０９万４千円を支給しており、１ヶ月平均でみると７０件に対して４０１万５千円の支給となっ

ている。 

  ウ 財政調整基金の状況について 

    ９月末現在の３基金の保有総額は６５２億８，８３９万３千円で、そのうち退職手当基金の保有額は

６４５億１，９９４万７千円となっている。 

    一般会計の退職手当基金については、前年度同期と比較すると、１１億７，４９２万７千円（１．８

５％）の増となっている。 

    また、消防災害補償基金については、令和２年度より事務費等の財源の不足を補うため、取り崩しを

行い対応している状況となっている。 

    特別会計の交通災害共済基金については、９月末現在の保有額は５億７，７４１万３千円となってい

る。 

 （３） 今後の資金対策等 

    一般会計の歳計現金については、特に年度末に集中する退職者への支給に備え、支給予定日に合わせ

た大口定期預金による運用を行い、退職手当基金については、組合財産の保全を講じるために、債券（国

債、地方債及び政府保証債）を中心に運用を行っている。 
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    また、定年年齢の引上げに伴い、本年度より一般負担金率を調整したことで、定年退職者が多くなる

年度においては、基金より繰入れを行う財政予測としたこと、さらには、団塊ジュニア世代職員の大量

退職に伴う給付についても備えなければならないことから、大口定期または短期の債券を購入していく

ことで積立てを行っている。  
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令和７年度 一般会計予算執行調書 
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令和７年度 特別会計予算執行調書 
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組合告示第１８号 

 

 埼玉県市町村総合事務組合財政状況の公表に関する条例第２条第１項及び第３条第２項の規定により、令

和７年４月１日から令和７年９月３０日までの期間における組合の財政状況を、次のとおり公表する。 

 

令和７年１２月１日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 吉 田 信 解 

 

 

埼玉県市町村総合事務組合財政状況 

 

１ 令和７年度上半期の財政方針等について 

令和７年度の予算編成に当たっては、当組合設立の目的でもあります市町村財政の安定と住民の福祉増

進に寄与することを理念とし、引き続き財政運営の簡素効率化と経費の削減合理化を図ることを基本方針

としました。 

一般会計の歳入では、まず、退職手当負担金の一般負担金については、負担金率を前年度より３０／１，

０００減の１００／１，０００とし、負担金算定の基礎となる職員の平均給料月額を常勤職員では前年度

比較で９，７８０円増の３２６，１２６円、フルタイム会計年度任用職員では１６，１０６円増の２１９，

７２７円を見込み、前年度比較で３８億４，３３０万円（１９．９８％）の減としました。 

  特別負担金については、定年・勧奨退職者に支給した退職手当の基本額と自己都合退職と仮定した場合

の退職手当の基本額との差額及び退職手当の調整額分を計上したものですが、令和５年度からの定年年齢

の引上げに伴い、令和６年度末に６１歳での定年退職者が発生すること、並びに旧定年年齢（６０歳）退

職者を約３０％と見込むことで、令和７年度中の納入となる特別負担金は前年度比較にして２２億３００

万円（１０８．７９％）の増としました。 

  次に消防災害補償負担金については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令で定め

る消防団員等公務災害補償等共済基金（以下「消防基金」という。）の公務災害に係る掛金算定基準と同様

に、市町村の消防（水防）団員条例定員に１，９００円を乗じて得た額及び国勢調査人口に３．５円を乗

じて得た額の合計額の計上で、団員条例定員に変更があったことから２０万円の減としました。 

  これらにより市町村等負担金全体では、前年度比較で１６億４，０５０万円（７．７０％）の減としま

した。 

  消防基金支出金については、公務災害補償共済金をはじめ消防団員の安全装備品整備助成金等の消防基

金からの交付金合計は、事務交付金の減額により２，０８０万円を計上しました。 

  繰入金については、特別会計繰入金として、交通災害共済特別会計から事務費等に充当するため、１，

５００万円を計上し、基金繰入金の消防災害補償基金繰入金においても５２０万円を計上しました。 

  その他、預金利子及び財産運用収入については、歳計現金及び基金の運用益分を計上しました。 

  一方歳出では、給付費の退職手当費について、定年年齢の引上げに伴い令和７年度は定年年齢が６２歳

となることから、基本的に定年退職者は少なくなり、前年度比較で４８億１，３２０万円（２２．７６％）

の減としました。 

  また、消防団員等に対する災害補償費は、遺族補償分の減額に伴い前年度比較で２００万円の減としま

した。 
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  消防基金掛金については、団員条例定員の減に伴い前年度比較で２０万円減の３，８５０万円を計上し

ました。 

  また、積立金の退職手当基金費については、定年年齢が６２歳となることから、給付費が前年度より減

額することを考慮し、退職手当基金に積立を行うために、３２億８６７万２千円の増としました。 

  以上により、令和７年度の一般会計予算は、歳入歳出ともに２００億５，３６６万４千円となり、前年

度比較では１６億１，４３３万円（７．４５％）の減としました。 

  特別会計における歳入では、その中心となる交通災害共済会費収入については、会費年額を１人当たり

５００円、加入者数１６５，０００人を見込み、前年度と同額の８，２５０万円、繰入金として交通災害

共済基金より２，５５０万円、その他、財産運用収入、繰越金、預金利子等を合わせて３，５２８万円を

計上しました。 

  歳出では、事業費を前年度より３９０万円減の１億２，５３１万円とし、その他総務費及び積立金等を

合わせて１，７９７万円を計上しました。 

  以上により、令和７年度の特別会計は、歳入歳出ともに前年度比較で３７３万円（２．５４％）減の１

億４，３２８万円の予算編成となりました。 

 

２ 歳入歳出予算の執行状況について 

(1) 一般会計 

令和７年９月末現在における歳入総額は、１１０億３，３１４万３千円で、予算額２００億５，３６

６万４千円に対し５５．０２％の収入率となり、前年度同期と比較すると６億７，４８０万１千円（６．

５１％）の増となりました。 

歳入の内訳は、市町村等負担金が１０８億２，１４８万８千円（９８．０８％）、消防基金支出金、財

産収入、繰入金、繰越金及び諸収入の合計額が２億１，１６５万５千円（１．９２％）であります。 

歳出総額は、１４億６４４万４千円で予算額に対し７．０１％の執行率となり、前年度同期と比較す

ると６，８４４万９千円（５．１１％）の増となりました。 

歳出の内訳は、給付費が１１億５，７３２万４千円（８２．２９％）、議会費、総務費、消防基金掛金

及び積立金の合計が２億４，９１２万円（１７．７１％）であります。 

(2) 特別会計 

   歳入総額は、６，６４２万８千円で、予算額１億４，３２８万円に対し４６．３６％の収入率となり、

歳入の内訳は、会費が２，２５９万２千円（３４．０１％）、繰越金が４，３５７万円（６５．５９％）、

その他財産収入及び諸収入が２６万５千円（０．４０％）であります。 

   歳出総額は、４，０６３万２千円で、予算額に対し２８．３６％の執行率となり、歳出の内訳は、事

業費が２，５３７万７千円（６２．４６％）、総務費及び積立金が１，５２５万５千円（３７．５４％）

であります。 

   なお、上半期における予算の執行状況は、別表１「予算執行調書」のとおりです。 

 

３ 財産、地方債及び一時借入金について 

(1) 財 産 

令和７年９月末現在における組合の財産は、別表２「財産に関する調書」のとおりであり、一般会計

の退職手当等基金は、６４５億１，９９４万７千円を保有し、前年度同期と比較すると１１億７，４９

２万７千円（１．８５％）の増となりました。 

一般会計の消防災害補償基金においては、遺族補償（年金）及び事務費に充てるため取り崩しを行っ

ており、前年度同期と比較すると４９８万５千円減の１億９，１０３万２千円となりました。 

また、特別会計の交通災害共済基金については、５億７，７４１万３千円を保有しています。 
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(2) 地方債及び一時借入金について 

地方債及び一時借入金はありません。  
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別  表１ 

令和７年度 一般会計予算執行調書 
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令和７年度 特別会計予算執行調書 
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別  表２ 

 

財 産 に 関 す る 調 書 （ 一 般 会 計 ） 

 

 

 

財 産 に 関 す る 調 書 （ 特 別 会 計 ） 
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組合告示第１９号 

 

 令和７年４月１日現在における埼玉県市町村総合事務組合の等級等ごとの職員数を、地方公務員法

第５８条の３第２項の規定により次のとおり公表する。 

   

   令和７年１２月１日 

 

                           埼玉県市町村総合事務組合 

                              管理者 吉 田 信 解 

 

 

 

  等級等ごとの職員数の状況            （令和７年４月１日現在） 

区分 基準となる職務 職員数（人） 構成比（％） 

１級 主事 １ １１．１ 

２級 主事 ３ ３３．３ 

３級 主任 ０ ０．０ 

４級 主査 ３ ３３．３ 

５級 主幹、主査 １ １１．１ 

６級 課長、主幹 ０ ０．０ 

７級 次長、課長 ０ ０．０ 

８級 事務局長 １ １１．１ 

計 ９ １００．０ 

 

 

 


